
1  平成「 7 年度予算のポイント 



ll 三位一休の改革に 係る政府・与党合意 ( 平成 

地方 6 団体提案 ( 約 9, 440 億円 ) 

社会福祉施鍛接 傭穏 

医療 施投簿整蹴俺 
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国保以外の移譲補助負担金 850 億円程度 

0  国民健康保険の 国庫負担の見直し 

7, 000 億円程度 

  提に 、 都道府県負担を 導入する。   国民健康保険については、 地方への柾目 

光生活保護化 俺担 企及 び児亜 扶養手当の 
補助率の見直しについては ，地方関係者が 
ウ拉 する 協緩機 % を 般 仮して検討を 行い、 
平成 17 年秋までに 結 輪を待て・平成Ⅰ 8 年 
度から実施する。 

Ⅰ ( 参考 ) 政府・与党合意全体の 概要 l 

Ⅰ 甘 税源移譲 」   

「．概ね 3 兆円規模の税源 移 恩を目指す。             3. 平成 17 年中に，以下について 検封を行い，結論を 得る。 

2. 概ね 3 兆円規模の税源 移接 のうち、 その 8 割方につい               (1) 生活 保珪 ・兄貴扶養手当に 関する負担金の 改革 

て 次のとおりとする。 

  尭務 教育 丑 国庫負担金 ( 暫定 ) 8,500 億円程度                     (2) 取扱い 公立文教施設等、 建設国債対象 経宙 であ る 施 投文の 
( 平成何年度分 ( 暫定 )4, 250 億円 ) 

  国民健康保険 

  文教 ( 圭祐教育安国庫負担金を 除 く     o00 170 億円程度 位日程度                           (3)  その他 
  社会保障 ( 国民健康保険を 除 0 

  屋水省 

850 億円程度                 ( 注 ) ①生活 保 珪化負担金及び 兜立技接手当の 補助率 
250 億円程度             の 見面しについては、 地方団体関係者があ 加する 

・ 経 産省 

，公営住宅家賃収入補助 

・総務省，環境有 

平成 16 年度分 

l00 億円程度                 
640 億円程度               

90 億円程度               
6. 560 億円程度             

、 税源 移 抹額合計 24. 160 億円程度               

協議機関を設 "" 一 仮 して 検 "- 村を行い、 ‥‥…‥‥ 平成 17 "  年秋まで " 
に 結論を得て，平成 18 年度から実施する。 

②公立文教 施 投の取り扱いについては ， 尭務 教育 

のあ り方等について 平成 17 年秋までに結論を 出す 
中央教育審議会の 審 詰 結果を踏まえ ，決定する。 
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政府・ 与 党 合意 血 』 

Ⅰ 

[ 施設整備費関係 ]( 1, 390 億円程度 ) 

十 高齢者施策 0  地域介護・福祉空間整備等交付金 

  地方の創意工夫を 生かす観点から、   
上記に併せて 交付金化・統合補助金化 「 

    
    

7. 850 億円 
・ [ 事業費関係 ](1, 910 億円程度 )   

  
  
  

/ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  - - - - - 一 - - - - - - - - - - 一 - - - - - - - - - - 一 - - - - - - - - 1 

接辞教育夫国庫負担金 8, 500 億円程度の減額 ( 暫定 ) 

( うち 17 年度分 ( 暫定 ) 4. 250 億円 ) 

その他の国庫補助負担金等 230 億円程度 

9. 340 億円程度 

3, 040 億円程度 

6, 460 億円程度 ( 注 @  28, 390 億円のうち、 

540 億円程度 17, 700 億円は税源 移接 にっながる改革 

4, 700 億円はスリム 化の改革 

28. 390 億円程度 6, 000 億円は交付金化の 改革 
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0 国民健康保険 [7, 000 億円程度 ] 
欧 ぺージ参照   玉                   8 50 意 Ⅰ 

0 養護老人ホーム 等保護費負担金 [ 約 5 6 7 億円 ] 
養護老人ホームの 運営に要する 経費 

0 在宅福祉事業費補助金の 一部 [ 約 1 2 0 億円 ] 
生活支援ハウスの 運営に要する 経費 
市町村が行 う 高齢者等の緊急通報体制の 整備等に要する 経費 

0 児童保護費等補助金の 一部 [ 約 9 1 億円 ] 
保育士等が出産休暇等を 取得する場合の 代替職員の雇い 上げ経費 
公立保育所における 延長保育基本分 ( 閑所時間内の 職員の加配経費 ) 

0 医療施設運営費等補助金の 一部 [ 約 2 8 億円 ] 
病院が輪番制に よ り行 う 休日・夜間における 救急医療体制の 確保に要する 経費 

0 母子保健衛生費負担金の 一部 [ 約 1 4 億 H] 
市町村が行 う Ⅰ 歳 6 か 月月・ 3 歳児の健康診査に 要する経費 

0 医療関係者養成確保対策費等補助金の 一部 [ 約 8 億円 ] 
看護 師 養成所等に在学中の 学生に修学資金を 貸与する事業の 貸付原資への 補助 

0 国民健康保険特別対策費補助金の 一部 [ 約 8 億 H] 
退職被保険者に 係る適用の適正化、 都道府県の医療費適正化等の 事業に要する 経費 

0 保健衛生施設等設備整備費補助金の 一部 [ 約 5 億円 ] 
保健所及び市町村保健センタ 一の初度設備等に 対する補助 

0 麻薬取締員 費等 交付金 [ 約 5 億円 ] 
都道府県の「麻薬取締員」に 係る人件費等 

0 国民健康保険広域化等支援事業費 等 補助金の一部 [ 約 5 億円 ] 
都道府県が行 う 保険者に対する 国保事業の運営に 係る助言・指導等の 経費 

0 疾病予防対策事業費 等 補助金の一部 [ 約 「億円 ] 

都道府県が行 う 献血の推進を 図るための啓発事業に 対する補助 

0 麻薬等対策推進費補助金 [ 約 1 億円 ] 
都道府県の「麻薬中毒者相談員」、 「薬物乱用防止指導員」の 活動に対する 補助 

0 児童福祉事業対策費等補助金の 一部 [ 約 ] 億円 ] 
社会福祉法人が 設置する保育士養成所に 対する補助 
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国民健康保険制度の 改革について 
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新たな都道府県負担の 内容は以下のとおり。 
① 都道府県財政調整交付金の 導入 給付費等の 7% 

ただし、 平成 1 7 年度は経過措置として 5% 

② 保険基盤安定制度 ( 保険料軽減分 ) の都道府県負担の 変更 
( ] /4->3/4) 

都道府県負担導入に 伴い、 給付費等に対する 国庫負担を以下のと ね 

り 見直し。 

国財政調整交付金 9 % 

定率国庫負担 3 4 % 

ただし、 平成 1 7 年度は経過措置として 定率国庫負担は 3 6%0 

都道府県負担導入に 伴 う 税源移譲額は 約 6, 8 5 0 億円。 

う ち、 平成 1 7 年度実施分は 約 5, 4 5 0 億円。 
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( 国保給付費の 財源構成 ョ 

[ 現行 ] [ 平成 18 年度以降 ] 

国財政調整 交 国財政調整 交 

付金 付金 

(10%) (9%) 

保険料等 保険料等 定率国庫負担 

(34%) 

定率国庫負担 
(40%) 

市町村における 一 

投合付からの 操り 
入れに対する 地方 
財政 措甘 

財政安定化支援 ウ業 財政安定化支援 ウ葉 

  

都道府県財政 朗 主文 

  
市町村、 都道府県     
吝 い ソ 4)                             都道府県 C3 Ⅰ 4@ 付金 (7%) 

            
低所得者の保険料 Ⅰ 
軽 % 分を公文で補 保険基盤安定制度 保険基盤安定制度 [ 税源 移 (2 % Ⅰ 分 4)] 
填する制度 

注 ) 平成 l7 年度については 定率国庫負担 36% 

都道府県財政 胡整 支け 金 5% であ る 
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交付金化・統合補助金化の 概要 

0 地域介護・福祉空間整備等交付金 (8 6 6 億円 ) 
( 概要 ) 

①市町村整備交付金 

市町村内の生活圏域を 単位として、 地域密着型サービス 拠点、 介護予防拠点等 
の整備を内容として 市町村が定める 市町村整備計画が 、 国が定める基本方針に 照 

らして適当なときは、 市町村に対して 交付金を交付する。 
②施設環境改善交付金 

特別養護老人ホーム 等の整備や既存施設の 個室・ユニット 化等を内容として 都 
道府県が定める 施設環境改善計画が 、 国が定める基本方針に 照らして適当なとき 

は 、 都道府県に対して 交付金を交付する。 

0 次世代育成支援対策交付金 (5 1 3 億 H) 
( 概要 ) 

①次世代育成支援対策交付金 ( ソフト交付金 ) (3 4 6 億円 ) 

次世代育成支援対策推進法に 規定する行動計画に 基づき市町村が 実施する地 

域の特性や創意工夫を 活かした子育て 支援事業その 他次世代育成支援対策に 資 

する事業を支援するため、 市町村に対して 交付金を交付する。 

②次世代育成支援対策施設整備費交付金 ( ハード交付金 ) (1 6 7 億円 ) 

待機児童解消や 児童養護施設などの 小規模ケア化に 資するような 施設整備な 

ど、 保育所のみならず、 様々な地域の 子育てサービス 拠点も含めた 整備を重点的 

に 支援するため、 次世代育成支援対策推進法に 規定する行動計画をもとに 都道府 

県・市町村が 作成する整備計画に 基づき、 市町村及び都道府県に 対して交付金を 

交付する。 

0 児童虐待・ DV 対策等総合支援事業 (1 8 億 H) 
( 概要 ) 

各自治体における 要 保護児童対策や DV 対策などの一層の 推進が図られるよう、 従 

来の児童虐待防止対策関連事業、 DV . 女性保護対策関連事業等を 再編・整理し 、 補 

助 基準の緩和等を 図ることにより、 自治体の主体的かつ 弾力的な事業運営を 可能とす 

る 。 

0 母子家庭等対策総合支援事業 (1 9 億円 ) 
( 概要 ) 

各自治体における 母子家庭等の 子育て・生活、 就業支援等の 一層の推進が 図られる 

よう、 従来の母子家庭等日常生活支援事業、 母子家庭等就業・ 自立支援センタ 一事業 

等を再編・整理し、 補助基準の緩和等を 図ることにより、 自治体の主体的かつ 弾力的 

な事業運営を 可能とする。 

0 母子保健医療対策等総合支援事業 (3 6 億円 ) 
( 概要 ) 

各自治体における 子どもの健康の 確保と母子保健医療体制等の 一層の充実が 図ら 
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れるよ う 、 従来の周産期医療ネットワークの 整備事業、 不妊治療に対する 支援事業等 

を再編，整理し、 補助基準の緩和等を 図ることにより、 各自治体の主体的かつ 弾力的 

な 事業運営を可能とする。 

0 セーフテイネ、 ツド 支援対策事業 (1 3 6 イ 慧月 ) 
( 概要 ) 

地域社会のセーフティネ 、 ット 機能を強化することを 目的として、 地方自治体が 生活 

保護受給世帯のほか、 地域社会の支えを 必要とする 要 援護世帯に対し、 自立支援プロ 
グラムの策定や 自立・就労に 向けた様々な 支援サービスを 一体的に実施するため、 補 

助 基準等を緩和し、 自治体の主体的かっ 弾力的な事業運営を 可能とする。 

0 介護保険地域支援事業交付金 ( 平成 1 8 年度臭桐 
て 概要 ) 

総合的な介護予防システムの 確立のため、 現行の老人保健事業、 介護予防・地域支 
え合ぃ事業等を 見直し、 市町村が効果的な 介護予防サービスを 提供すること 等を内容 

とする「地域支援事業 ( 仮称 ) 」を新たに介護保険制度内に 創設し、 その円滑な実施 
のために市町村に 対して交付金を 交付する。 

0 保健 医膀 群星供体制 杢針竜 交付金 ( 平成 1 8 年度実施 ) 

( 概要 ) 
新たな医療計画制度等の 実効性を確保し、 医療提供体制と 地域保健・健康増進体制 

との連携充実を 図る観点から、 都道府県の作成した「保健医療提供体制事業計画」に 

基づく、 救急医療施設、 看護 師 養成所、 保健所、 市町村保健センタ 一等の施設整備に 

対して交付金を 交付する。 

0 保健医療提供体制推進事業 ( 平成 1 8 年度実施 ) 

( 概要 ) 

新たな医療計画制度等の 実効性を確保し、 医療提供体制と 地域保健・健康増進体制 

との連携充実を 図る観点から、 都道府県の作成した「保健医療提供体制事業計画」に 

基づく、 看護職員就労等対策費、 救急医療施設運営費、 病院内保育所運営費、 地域保 

健 対策事業費等について、 補助基準の緩和等を 図ることにより、 自治体の主体的かっ 

弾力的な事業運営を 可能とする。 

0 障害者地域生活支援事業 ( 平成 1 8 年度美樹 
( 概要 ) 

障害者の地域生活を 支援することを 目的として、 相談支援事業や 移動支援事業、 生 

活 訓練事業といった 基礎的なサービスについて、 地域の特性や 利用者の状況に 応じた 
柔軟な事業形態により 効果的・効率的に 提供するため、 補助基準等を 緩和し、 自治体 

の 主体的かっ弾力的な 事業運営等を 可能とする。 
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